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令和時代の学びのスタンダード ～一人一台の学習用パソコンの活用～ 

校 長  野 尻 史 子 

校庭の木々に若葉が茂り、このところの強い日差しに涼しい木陰をつくってくれるようになりま
した。季節は初夏に移りつつあるようです。 

本来ならば、明日からの大型連休には、屋外で心地よい風に吹かれながら、楽しく過ごす計画も
おありだったのではないでしょうか。今年も、この爽やかな時期に、子供たちも外出自粛を強いら
れる緊急事態宣言に、胸を痛めています。 

先日４月２６日には、学校メールでも連絡があったとおり、国の緊急事態宣言を受けて北区教育
委員会からの重要なお知らせとして、「緊急事態宣言下における新型コロナウイルス感染症対策の
一層の徹底について（お願い）」という通知が、北区ホームページに掲載されました。本校でも、
この期間中を含め、５月の教育活動について何点か変更があります。学校だより「今後の教育活動
の変更点について」をご確認いただき、ご協力ください。毎回の繰り返しになりますが、保護者の
皆様には、引き続き毎日の検温、マスク着用、手指消毒について、お子様にお声かけいただくとと
もに、お子様の健康状態にご留意いただき、体調の優れないときには受診し、家でゆっくり休ませ
ていただく等のご協力をお願いいたします。 

さて、５月から大きく変わることとして、一人一台の学習用パソコンの活用が始まります。課題
解決のために、子供たちがパソコンを自由自在に活用する学習スタイルは、令和時代の学びのスタ
ンダードになっていくことは間違いありません。本校でも、導入期の指導をていねいに進め、ＧＩ
ＧＡスクール構想の具現化に努めて参ります。 

まずこの度は、お子様の学習用パソコンの初期設定等で、保護者の皆様にも大変お世話になりあ
りがとうございました。 

今回配布した学習用パソコンは、授業や学校生活などで使う目的で北区が卒業まで貸し出すもの
です。学校では、次の３点を柱に据えて「滝もみ小ＧＩＧＡルール」や「滝もみ小学習用パソコン
の利用について」をまとめ、安心して活用できる環境づくりにも取り組んで参ります。 

Ⅰ 学びを深め、学校生活を豊かにする学習道具としてつかいます。 
Ⅱ 人がいやがることや人を傷つけることはしません。 
Ⅲ 正しい操作で、ていねいにあつかいます。 

学習用パソコンを使いこなすための操作方法や取り扱い方の約束についてはもちろんの
こと、個人情報の取り扱い、人権への配慮、肖像権や著作権等についても、学年に応じて
指導して参ります。学習用パソコンは、学習のためのツールであることを徹底し、不適切
な使用により子供たちの心が傷ついたり、目の健康を損ねたりすることのないよう留意し
ていきます。ご家庭で学習用パソコンを利用する際には、これらの点についてご家族から
も説明を補足し、お子様の使い方を見守っていただけるとありがたいです。 

先日配布した「滝もみ小ＧＩＧＡルール」の下には「家でのマイＧＩＧＡルール」欄を
設けました。各ご家庭で、家の中での使い方についてもお子様と話し合い、ルールを付け
加えてください。そして、お子様の目に入りやすい場所に掲示し、使いながらいつでも気
を付けることができるようにしていただきますよう、お願いいたします。 

学習用パソコンの操作に慣れ、自在に使えるようになるまでは、ご家族のサポートが欠
かせません。この連休中には、ぜひご家庭でお子様と一緒に、担任から出される課題等に
取り組み、お子様が少しでも慣れるようにご協力ください。 

今後、各学級担任からの翌日の連絡・宿題等についても、連絡帳ではなく学習用パソコ
ン内で共有していく予定です。順次、確認方法等ご連絡して参ります。ご了承ください。 

なお、先日の保護者会でお伝えしたとおり、５月からは、土曜授業日を除く土日、祝祭
日及び平日の午後１７時４５分から翌日朝７時４５分まで、土曜授業日の１２時３０分以
降の電話連絡について、自動音声での対応とさせていただきます。ご理解、ご協力をお願
いいたします。 
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１ 土   

   

 

 

 

2 日             開 

3 月 憲法記念日        開 

4 火 みどりの日 

5 水 こどもの日 

6 木 全校朝会 安全指導    区 SC 

７ 金 朝読書 内科検診、結核、運動器前検診 

8 土 朝読書 土曜授業 避難訓練 都 SC都 SC 

9 日 開 

10 月 全校朝会 委員会活動（１５時終了） 

11 火 算数タイム 尿検査一次回収日 

12 水 朝学習          区 SC 

13 木 体育朝会 

14 金 朝読書          都 SC 

15 土  

16 日               開 

17 月 全校朝会 クラブ活動 

18 火 算数タイム 岩井自然体験教室始 

19 水 朝 学 習  那 須 移 動 教 室 説 明 会    区 SC 

20 木 音楽朝会 岩井自然体験教室終 

21 金 Ｂ時程 朝読書      都 SC 

22 土  

23 日 開 

24 月 全校朝会 学校生活を楽しくするためのＱＵアンケート  

25 火 算数タイム あすチャレスクール(４) 

26 水 朝学習          区 SC 

27 木 朝読書 全国学力・学習状況調査(6) 離任式  

28 金 児童集会         都 SC 

29 土  

30 日             開 

31 月 全校朝会 

 

 

開は、「校庭開放」実施予定日です。 

都ＳＣ･･･都スクールカウンセラー来校日 

区ＳＣ･･･区スクールカウンセラー来校日 

〈今後の教育活動の変更点について〉 

８日(土)土曜授業は実施しますが、公

開・引き渡し訓練は行いませ

ん。避難訓練を児童・教員のみ

で実施します。 

１０日(月)委員会活動は１５時下校です。 

１７日(月)クラブ活動は緊急事態宣言等

延長の場合、中止します。 

１８日(火)～２０日（木）岩井自然体験教

室は、緊急事態宣言等延長の場

合、中止又は延期となります。 

２７日(木)離任式はオンラインで実施予

定です。 

新年度が始まり、子供たちが進級

し、新しい学年・学級で頑張ろうと

いう気持ちが伝わってきた４月でし

た。特に、６年生は登校班指導の際

にも、優しく１年生に声をかけてい

る姿が頼もしく感じました。挨拶の

声も徐々に増えてきたり、学校のき

まりを守って生活しようという様子

がうかがえたり、新年度のよいスタ

ートが切れたと感じています。保護

者の皆様におかれましては、登校の

見守りをしていただき、心より感謝

申し上げます。 

さて、緊急事態宣言が発出され、

ご心配もあるかと思いますが、お子

様の健康と安全を一番に考え、今後

も以下のことにお願いいたします。 

 

○３密を避け、手洗い・うがい・マ

スクの徹底をお願いします。予備

用のマスク・ハンカチをランドセ

ルに入れておいてください。 

○都内では、子供が交通事故に遭う

ケースが増えています。特に、自

転車の乗り方について、ヘルメッ

トの着用や飛び出しの危険性、歩

道を走る際の歩行者への配慮につ

いても、ご家庭でお話しくださ

い。          

 

♪ ５月の行事予定 ♪  


